
５日計延べ3,270人
（54%）

 取組による課題 部門による勤務制度の見直しの必要性

 開幕に向けた取り組み 従業員へのTDMの取組の必要性・内容の周知の徹底
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■取組事例【人の流れ】：ミズノ株式会社

 ミズノ株式会社はTDMトライアル期間中は延べ3,270人（54％）が取組を実施

 取組内容は、「在宅勤務の実施」が最も多く、「時差出勤やフレックスの実施」等にも取り組んでいる。

取り組み内容

所在地 大阪市住之江区南港北1-12-35（大阪本社）

従業員数 1200人

業種
スポーツ・レジャー用品（メーカー）、商社（スポーツ・レジャー用品）、専門店（スポーツ・レジャー関連）、
商社（アパレル・ファッション関連）
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在宅勤務の実施 計画的な休暇の取得 時差出勤やフレックスの実施

通勤ルート・手段の変更 サテライトオフィスの活用 外出・出張等

その他 TDMの取り組みなし（通常出勤）


